
静岡県企業局管理規程第２号

静岡県企業局会計規程の一部を改正する規程をここに制定する。

令和５年３月31日

静岡県公営企業管理者

企業局長 小野田 裕之

静岡県企業局会計規程の一部を改正する規程

静岡県企業局会計規程（昭和42年事業部管理規程第９号）の一部を次のように改正する。

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

様式第２号中

「事 務 所

前任企業出納員 ㊞ を

後任企業出納員 ㊞」

「事 務 所

前任企業出納員 に改める。

後任企業出納員 」

様式第35号中

「（受取人）

住 所 を

氏 名 ㊞」

「（受取人）

住 所 に改める。

氏 名 」

様式第36号中

「 住 所

氏 名 ㊞ 」

改正前 改正後

（出納員の事務引継ぎ）

第12条 （略）

(1) 次条により作成した事務引継書（様式第

２号）に前任者及び後任者が記名押印し、

それぞれ１部ずつ保管し、残り１部は、後

任者が直ちに管理者に提出する。

(2) 帳簿は、それぞれの帳簿の末尾余白に引

継年月日を記入して前任者及び後任者が記

名押印する。

（出納員の事務引継ぎ）

第12条 （略）

(1) 次条により作成した事務引継書（様式第

２号）に前任者及び後任者が記名し、それ

ぞれ１部ずつ保管し、残り１部は、後任者

が直ちに管理者に提出する。

(2) 帳簿は、それぞれの帳簿の末尾余白に引

継年月日を記入して前任者及び後任者が記

名する。

を



「 住 所

氏 名 」

様式第43号中

「 住 所

氏 名 ㊞ 」

「 住 所

氏 名 」

様式第53号中「㊞」を削る。

様式第54号中「㊞」を削る。

様式第55号中「㊞」を削る。

様式第56号中「㊞」を削る。

様式第57号中「㊞」を削る。

様式第58号中「㊞」を削る。

様式第61号中「㊞」を削る。

様式第63号中「㊞」を削る。

様式第82号中「印」を削る。

様式第110号中「再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員」に、「再任用職員」を「定年前再任用短

時間勤務職員」に、「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に改める。

附 則

１ この管理規程は、令和５年４月１日から施行する。

２ この規程の施行の際現に旧規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用すること

ができる。

に改める。

を

に改める。


